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　森や緑は地球温暖化の防止、生物多様性の保
全、水源のかん養や土砂の流出防止など様々な
公益的機能を有しており、私たちの生活や環境
を支えています。これらの公益的機能を適切に
発揮させるためには森や緑を健全な状態に維持
管理していくことが重要ですが、奥山地域を中
心に広がっている人工林の多くは近年、林業の
不振や後継者不足のため手入れなどが進んでい
ません。
　また、都市や集落に近い里山林は、かつては
炭・薪用の木材、竹、落葉の採取などのために
日常生活の中で利用されてきましたが、化石燃
料・電気・ガス等の普及に伴い生活様式が変化
し、近年では利用されずに放置された里山林が
増えています。
　一方、都市の緑は、人々に潤いと安らぎを与
えてくれるとともに、環境の改善に資する身近
で貴重な自然で、都市の安全性を高めたり、美
しいまちづくりを進める上でも重要な役割を果
たしています。近年では、公園や街路樹など公
共施設における緑の量は増えてきていますが、

市街地の多くの部分を占める民有地の緑の減少
により、緑の全体量は減少しています。
　このように、森林（人工林）や里山林、都市
の緑が有する様々な公益的機能を発揮させるた
めには、森林等の整備とともに、県民や地域と
の協働による取組の広がりが重要です。 

　本県は、自動車産業など「モノづくり」を中
心とした工業のイメージが強い県ですが、実は
恵まれた森林資源も有しています。県土の４３％
を森林が占めており、このうちの約９０％を占め
る民有林の中でも木材生産を目的に造成された
人工林の割合は６４％と全国第３位の高い数値で
す。これは、私たちの生活に欠かすことのでき
ない木材を生産するため、三河部を中心に盛ん
に植林が行われたことを表しています。しかし、
近年は森林整備や木材生産を担ってきた林業活
動が停滞し、様々な課題も抱えています。
　こうしたことから、森や緑を整備・保全し次
世代へ引き継ぐための新たな仕組みを検討する
ため、平成１８年５月に「森と緑づくり税制検討

会議」を設置し、本県の森や緑の現状を踏まえ
て、これからの森と緑づくりのための新たな施
策とその費用負担の在り方について検討しまし
た。
　その結果、森林（人工林）、里山林、都市の緑
をバランス良く整備･保全していくための新た
な施策を進めることが必要であり、その推進に
あたっては、多くの県民の方が様々な形で参加
できる工夫を施すとともに市町村とも十分に連
携をしていくことが必要であるとされました。
また、新たな施策の財源としては、広く薄く負
担していただく県民税均等割の超過課税方式を
採用することが適当であり、県民、事業者等の
十分な理解が必要であるとされました。このこ
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 ２　あいち森と緑づくり事業の開始 

 １　森と緑づくりの重要性 

森林の公益的機能
（上：水源涵養機能、下：地球温暖化防止機能）



とを受けて、平成２０年３月に「あいち森と緑づ
くり税条例」と「あいち森と緑づくり基金条例」
を制定し、あいちの森と緑づくりに取り組むこ
ととしました。
　あいちの森と緑づくりは、手入れが行き届か
ない人工林の間伐、放置された里山林の整備･
保全及び都市部における貴重な緑地の保全･創
出に加え、県民参加による森や緑の保全活動や
環境学習などの取組を効果的かつ計画的に推進
し、「山から街まで緑豊かな愛知」の実現を目指
し、持続可能な循環型社会づくりにつなげてい
くものです。こうした目的を達成するために、

有識者等で構成する「あいち森と緑づくり委員
会」の意見を踏まえ、事業を進めています。 
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あいち森と緑づくり事業の概要

概要
森や緑の持つ様々な公益的機能の発揮のため、平成２１年度から「あいち森と緑づくり税」を
導入し、その税収等により、森林、里山林、都市の緑を整備・保全する。
事業計画期間
平成２１年度から１０年間（税期間は平成２１年度から５年間）
事業の進め方
○使途の明確化　　　・あいち森と緑づくり基金を設置し、税収等を管理
　　　　　　　　　　・あいち森と緑づくり基金条例により、使途を森と緑づくりの関連施

策に限定
○透明性の確保　　　・有識者、活動団体代表、県民代表（公募委員）により構成されるあ

いち森と緑づくり委員会の設置
　　　　　　　　　　・事業計画、事業の進捗、事業の成果の積極的公開
○県民参加　　　　　・地域の意向や県民参加による里山林、都市の緑の整備、植樹
　　　　　　　　　　・都市と山村との交流
事業の内容

あいち森と緑づくり　都市緑化推進事業



１　現状と課題
　これまで述べてきたように、森や緑は様々な
公益的機能を有していますが、県政世論調査結
果によれば、近年の地球温暖化問題への関心の
高まりを背景に、二酸化炭素の吸収や気候の安
定化などの地球温暖化防止機能の重要性への認
識が高まっています。
　一方、本県では生物多様性条約第１０回締約国
会議（COP１０）が開催され、生物多様性の保全
と持続可能な利用に向け、開催地にふさわしい
地域づくりが求められています。
　こうした中、森や緑づくり活動への参加につ
いては、「積極的に関わりたい」、「何らかの形で
関わりたい」、ないしは「関わってもよい」と考
える県民の割合は６割を超えています。このよ
うな森や緑づくりへの関心を持っている人々の
潜在的な力を活用し、森や緑を県民共有の財産
として社会全体で守り、支えるという機運を醸

成するため、県では、市町村やNPOなど多様な
主体に対し、「あいち森と緑づくり環境活動・学
習推進事業」による支援を行い、森や緑の保全
のための自発的な活動や環境学習に関する取組
を促進しています。
　今後、緑を健全に整備・保全する取組を森林、
里山林、都市の緑の別を問わず、社会全体で進
めるためには、森や緑が有する公益的機能の重
要性について県民の理解や関心をいっそう高め
るとともに、多様な主体が参加し、地域におい
て幅広く協働しながら取り組んでいくことが重
要です。さらには、COP１０を契機とした地域づ
くりを進める上でも、とりわけ森や緑が有する
野生動植物の生息、生育や遺伝資源の保存など
の生物多様性の保全に果たす役割の重要性につ
いて、県民の認識を高めていくことが求められ
ています。　 
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図１－２－１　森や緑の重要な機能に関する県民意識

 ３　多様な主体による森と緑の環境保全活動や環境学習の推進 



２　事業の概要
　「あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事
業」の実施に当たっては、地域の特性や多様な
ニーズに応じ、地域の自主性や創造力を活かし
た事業として行うため、市町村やNPO等から企
画提案を募集の上、交付金の交付先を選定して
います。
（１）対象者
　市町村、NPO、ボランティア団体、農業協同
組合、漁業協同組合、森林組合、自治会、私立
学校等

（２）取組内容
　下表のとおり
（３）交付金の交付率
　１０分の１０以内
（４）交付額の上限
　１団体（市町村を含む）当たり１００万円
　（２２年度については、前年度からの本交付金
事業を継続実施する団体は８０万円）
（５）交付対象経費
　資材や用具の購入など、企画提案された事業
の実施に必要な経費　 
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図１－２－２　森や緑づくり活動への参加の意向

表１－２－１　あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業の取組内容



３　取組の状況（平成２１年度）
　○募集期間

平成２１年４月２日（木）から５月２９日（金）
まで
ただし、�太陽・自然の恵み学習事業は
４月１６日（木）まで

　○応募件数
　　７８件（内訳：市町村　１２件、NPO等　６６件）
　○交付件数
４５件（内訳：市町村　９件、NPO等　３６件）

（１）環境保全活動
　里地・里山や水辺等において多様な生態系の
保全やふれあいの場の創出など、健全な緑を保
全・育成する取組を支援しました。
　里山林での環境保全活動として、例えば特定

非営利活動法人犬山里山学研究所は、生物多様
性保全に有効な里山林を育成するため、林分構
造改善による里山林再生モデルの形成に取り組
み、森づくり活動に関わる基礎マニュアルを作
成しました。また、長篠開発委員会は、里山公
園を整備するため、里山整備計画を作成すると
ともに、大部川里山公園の整備を進め、同公園
で自然観察会や植樹を実施しました。
　森林での環境保全活動として、例えば特定非
営利活動法人どんぐりモンゴリは、どんぐり授
業・講座を開催し、参加者自らがどんぐりの苗
木を育て水源地に植林する活動を行いました。
また、岡崎きこり塾は、森林づくり基礎講座、
森林づくり実践講座を開催し、森林づくりの人
材を育成しました。
　一方、水源の森と八竜湿地を守る会は、名古
屋北東部における湿地生態系ネットワーク形成
を図るため、八竜湿地の現況調査とその報告会
を開催しました。　 

（２）環境学習
　森林の水源かん養機能など緑による水の恩恵
や森林生態系の保全の大切さや手法を学ぶ環境
学習、あるいは地球温暖化の防止に役立つ緑の
カーテンの生育実習と環境学習などの取組を支
援しました。
　水と緑の恵み体感事業として、例えば鳥川ホ
タル保存会は、「平成の名水百選」の水源である
山々や湧水群を巡りながら、水環境の保全につ
ながる森林にじかに触れることで、森と緑の大
切さや人工林再生の必要性を感じてもらう山歩
きイベントを開催しました。また、東京大学は、
愛知演習林において森の水源かん養機能を学ぶ
緑のダム実験などを行いました。
　森林生態系保全の学習事業として、例えば特
定非営利活動法人森を再生する会は、原生林や
過去に植樹した木の成長を観察する自然観察会
等を開催しました。また、持続可能な豊かな社
会をつくるネットワークは、植樹や枝打ち、間
伐、下草刈り、炭焼きなどの体験学習を実施し
ました。
　一方、特定非営利活動法人江南フラワーズは、
保育園での緑のカーテンを用いた環境学習に取
り組みました。　 
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水源地での植林活動

里山公園の整備

山歩きイベント
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表１－２－２　　あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業一覧（平成２１年度）



（３）独自提案
　COP１０の開催を契機として、創意工夫を凝ら
した独自の生物多様性に関連した環境保全活動
や環境学習を支援しました。
　例えば、郷土種子を活用したなごやの緑化及
び生物多様性保全推進協議会では、名古屋市内
の公園や湿地で郷土種の樹木の種子を採取後、
企業の協力を得て育苗した苗木を植栽するため
に植樹予定地の動植物や土壌の調査を実施しま
した。また、新城市は生物多様性を学ぶ現地見
学会（エコミュージアムツアー）を開催しまし
た。

４　評価
　平成２１年度に実施した４５事業への参加者は延
べ約１３，０００人であり、多くの県民の参加が得ら
れたという点で波及効果が高かったものと考え
ています。また、森と緑づくりの重要性の理解

度については、参加者の６８％が「大変理解が深
まった」と回答しており、また、今後もこうし
た取組への参加の意向については９４％が「参加
したい」と回答するなど、継続実施を希望する
回答が非常に多くなっています。
　本事業を契機として森や緑の重要性を再認識
し、県民全体で森や緑を守り育てる仕組みを
作っていく必要があると考えています。　 

　森や緑が有する公益的機能は、県民の生活と
深くかかわっています。しかしながら、これら
の機能は日常生活では認識できない面もあり、
その価値を実感することはなかなか難しいもの
です。
　県の調査では、森林の公益的機能の貨幣評価
として最も大きいものは表面浸食防止で年間約
２，５０８億円、次に水質浄化が１，９４６億円、水資源
貯留１，２１７億円と続き、公益的機能の効果が判
明している項目に限っても本県で年間７，５４４億
円となっています。あいち森と緑づくり税によ
る税収額は年間約２２億円ですが、この貴重な財
源を有効に活用し、森や緑の有する公益的機能
を十分に発揮できるよう努めていくことが重要
です。
　こうした中、地球温暖化防止等の環境保全へ
の役割や環境教育活動の場の提供など、森や緑
に対する期待は多様化しています。
　特に、地球温暖化防止については、我が国は
京都議定書に基づき、２００８年（平成２０年）から
２０１２年（平成２４年）の間に１９９０年（平成２年）
レベルと比べて温室効果ガスの排出量を６％削
減することが義務づけられていますが、「京都

議定書目標達成計画」（平成１７年４月２８日閣議決
定）では我が国の削減約束６％のうち、３．９％を
国内の森林による二酸化炭素吸収により確保す
ることとしており、温暖化対策において特に重
要なものとして位置づけられています。
　本県では、「あいち地球温暖化防止戦略」（平
成１７年１月策定）において、２０１０年度（平成２２
年度）における県内からの温室効果ガス排出量
を、基準年度である１９９０年度（平成２年度）と
比べて６％削減するという目標を立てています
が、２００８年度（平成２０年度）の本県の温室効果
ガス排出量は基準年度比で１．８％（速報値）増加
しています。こうしたことから、健全な森林の
整備や保安林等の適切な管理・保全、炭素の固
定に資する県産木材の利用拡大などを推進する
必要があります。
　一方、生物多様性の保全については、多数の
県民、企業、NPO等の方々の参加による植樹活
動を全県的に推進する「いのちを支えるもりづ
くり」事業を実施しています。特に、本年３月
からは、植樹を通じて多様な主体が生物多様性
についての関心と理解を深めるとともに、県内
各地域が連携してCOP１０開催機運を盛り上げる
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エコミュージアムツアー

 ４　おわりに 



ことを目的に、「COP１０に向けた市町村リレー
植樹」を実施しました。さらに、国連の生物多
様性条約事務局が呼びかけている「グリーン
ウェイブ運動」に連携し、県内各地にある身近
な植物であり、多様な生きものが集まるドング
リの植樹活動を通して、児童生徒に生物多様性
の意義や自分たちとのかかわりなどについて学
んでもらおうと、「あいちグリーンウェイブ運
動」に取り組みました。
　また、本県はCOP１０開催地にふさわしい地域
づくりを進めるため、２００９年（平成２１年）３月
に策定した「あいち自然環境保全戦略」に基づ
き、生物多様性の保全と持続可能な利用に向け、
総合的な取組の推進に努めています。
　これらの施策の推進に当たっては、市町村や

自治会、町内会などの地域レベル、あるいは都
市部の住民も参加可能なNPOやボランティア団
体などを通じ、県民自らが森や緑の整備・保全
に関わっていくことも重要です。このような観
点から、多様な主体による森や緑の保全活動や
環境学習をより一層推進していきます。
　「山から街まで緑豊かな愛知」の実現を目指し、
持続可能な循環型社会づくりにつなげていくた
め、関係機関との連携、県民の理解と協力のも
とに「あいち森と緑づくり環境活動・学習推進
事業」を実施していますが、社会情勢の変化を
踏まえて必要に応じて制度等を見直し、よりよ
い本県の森と緑づくりにつながるよう努めてい
きます。
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